
ワーク・ライフ・バランス
個人の価値観やライフスタイルに応じて、仕事と家庭を両立しながら
いきいきと働ける環境を整えています。
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仕事と家庭の両立を支援

育児休職、短時間勤務などの制度を整備
　宝酒造では2007年４月から、「父親が配偶者の出産時

に取得できる休暇制度」と「結婚・出産・育児・介護・配偶

者の転勤など家庭の事情を理由とする退職者の再雇用登

録制度」を導入しています。さらに男性社員の育児休職取

得も推進しており、それらの活動が認められて、同年６月

に厚生労働省から「次世代育成支援企業」の認定を受け

ました。

　個人の価値観やライフスタイルに応じて、仕事と家庭を

両立しながらいきいきと働ける環境を整備し、社員が能力

を十分に発揮できるよう取り組んでいます。
めざすべき人財像

企業人・社会人・個人のバランスを重視
　「人」はかけがえのない「財産」であるとの視点に立ち、

私たちは人材を「人財」と表現しています。

　また、企業価値の向上を実現するためには、「風土・人

財の進化」が欠かせないと考え、私たちは人間尊重の立場

に立ち、「いきいきと明るい職場、人を育む風土」をつくり、

その中で「企業人・社会人・個人のバランスのとれた人財」

を育成していきます。

　「めざすべき人財像」や求められる「役割」を発揮できる

人財を育成するために、目標管理制度による、職場での仕

事を通じた人財育成や自己申告制度を踏まえた人財ロー

テーションにより、社員の能力開発につなげています。育児休職者に対する支援
　育児休職期間中の社員に対して、インターネットを通じ

た職場復帰支援プログラムを実施しています。これは、休

職者の豊かな育児生活とスムーズな職場復帰を支援する

ための取り組みで、休職期間中の能力開発や会社とのコ

ミュニケーション促進を図るものです。これによって社員

の育児休職期間を「ブランク」ではなく「ブラッシュアップ

期間」に転換し、男女ともに働きやすいワーク・ライフ・バ

ランスのとれた企業をめざします。

育児短時間勤務制度、介護休暇制度
　2010年6月に育児・介護休業法が改正され、3歳までの

子どもを持つ労働者を対象とした短時間勤務制度の導入

が事業主に義務付けられました。

　宝酒造でも、子育て中の社員が利用できる短時間勤務や

所定外労働の制限の制度化、小学校就学前の子の乳幼児

看護休暇の拡充、介護休暇の新設などを行い、男女を問わ

ず育児・介護にたずさわれる環境づくりに努めています。

● 休職休暇制度利用状況

育児休職制度
利用者数（名）

集計年度 2007 2008 2009 2010 2011

介護休職制度
利用者数（名）

乳幼児看護休暇制度
利用者数（名）

妊産婦・乳幼児健診
休暇制度利用者数（名）

18

0

56

23

14

0

57

12

9

0

68

18

7

0

50

15

8

0

44

13

注）利用者数は当該年度に制度を利用した人数。

● 私たちがめざす人財像
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